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　本誌 1月号の特集で、本県酪農の将来を
担う若手酪農家6名に参加いただき、新春
座談会の内容を掲載しました。「持続的な
家族経営を目指して～酪農の省力化から見
えてくる将来～」と題して、楽酪事業等を
活用した機械導入や分業制による家族経営
体の労働負担軽減・省力化等に焦点を当て、
出席者の皆さんにご意見を伺いました。
この座談会は、労働の省力化をどのような
方法で実現するかという内容が中心となり
ました。
　さて、「働き方改革」という言葉を最近
頻繁に耳にするようになりました。その改
革では労働時間を削減する事がクローズ
アップされていますが、労働負担の軽減が
所得減につながらないよう、所得確保の取
組も求められており、生産性を向上させる
（労働単価を上げる）目標も含まれていま
す。ここからは、働き方改革の概要につい
て説明します。

１．働き方改革が法制化された背景
　平成31年4月 1日、働き方改革関連法案
の一部が施行されました。働き方改革関連
法案とは労働基準法や労働安全衛生法など
8 本の労働法の改正を行うための法案で
す。厚生労働省によれば、働く人々の長時
間労働の是正や個々の事情に応じた多様性
で柔軟な働き方の実現などを骨子とし、労
働生産性の向上を促進して、労働者がその
能力を有効に発揮できるようにする改革と
定義づけています。
　それでは、なぜ今働き方の改革が必要な
のでしょうか。現在の日本は少子化が進み、

総人口が2013年に 1億 3千万人程度だった
ものが、2050年には 9千万人程度、さらに
2105年には 4千 5百万人程度まで減少する
と言われています。さらにこれを上回る
ペースで労働力の主力となる生産年齢人口
（15～64歳）が減少しています。総人口や
生産年齢人口の減少要因となる少子化は社
会構造の変化、例えば晩婚化やライフルス
タイルの多様化に起因していると考えられ
ています。
　特に生産年齢人口の減少は国内総生産
（GDP）の減少に直結し、国の経済力低下
につながります。このような深刻な労働力
不足の対応策として、長時間労働の解消や
高齢者の就労促進、働くスタイルの多様化
に伴う生産性向上を実現する環境作りなど
を目指して働き方改革が法制化されたわけ
です。

２．酪農業の現状
　ここで酪農業の現状について目を向けて
みましょう。酪農業はその他の畜産業とは
異なり、約8割が家族経営体で家族労働へ
の依存度が極めて高い業種です。また、農
業従事者の中でも特に過酷な労働状況にあ
ります。具体的には、畜産業一人あたりの
年間労働時間は、製造業の2,050時間/年よ
りも長く、特に酪農従事者は2,200時間/年
にも及びます。これは早朝の搾乳や深夜の
分娩監視等、拘束性が強い労働状況が要
因となっており、新たな就農への妨げにも
なっています。そのような労働状況を改善
することが、とりわけ家族経営の持続に繋
がっていくと考えられます。

〔特集〕

酪農業における家族経営体の働き方改革を考える
～生産性向上とゆとりの狭間で～

一般社団法人　岡山県畜産協会
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３．酪農業の働き方改革を考える
　働き方改革の趣旨と酪農業の現状を踏ま
えた上で、酪農業の労働負担を軽減するに
は、省力化機械の導入や自給飼料をコント
ラクターなどに任せるなどの外部分業化、
出産時や傷病時の経営継続や休日確保が可
能となるヘルパー制度の活用などがあげら
れるでしょう。
　一方、これらの取組により削減できた労
働時間をどのようなことにあてるかにより、
働き方改革の方向性は変わってきます。
　例えば、搾乳ロボットを導入したとしま
しょう。パーラー搾乳から一日の搾乳時間
が4時間削減されたとします。その4時間
を家族サービスや自身の休息にあてる人も
いる一方で、新たに自給飼料の作付けを始
めたり、増頭などによって経営規模の拡大
を計画する人もいるでしょう。削減された
時間を余暇などにあてるか、飼養管理規模
を拡充させ収益の増加を図るかは経営体の
選択にゆだねられています。
　ただ、労働時間を削減したことで、収益
が減少（生産性が低下）してしまっては
本来の働き方改革のもう一つの側面であ
る生産性の向上という目標から離れてしま
います。生産性を低下させないためには、
一人あたりの労働時間を削減するととも
に、いかに効率的に労働単価を上げていく
かが重要になります。酪農業は機械化が進
んだ畜産業の一つで、省力化機械の導入等
により労働時間の削減とともに生産性を向

上させやすい労働体系であり、今後日本の
酪農業を持続していくための働き方改革に
着手しやすい業種とも言えます。

４．生産性向上とゆとりの狭間で
　現状のままでは酪農業の家族経営体は減
少の一途をたどり、酪農業に携わる生産
年齢人口も減少していくと考えられます。
このとき、酪農業の8割を占める家族経営
体が減少すれば、酪農業全体の収益減少は
多大なものとなります。働き方改革により
削減した時間を収益の増加作業にあてるこ
とでその減少を緩やかなものにすることは
可能です。しかしながら、家族サービスな
どのレクリエーションにあて、仕事のため
にリフレッシュすることも非常に重要なこ
とです。
　現在の日本は経済優先の風潮が強く、
物作りよりも生産効率を重視する傾向にあ
ります。これは働き方改革の「生産性向上」
の側面ですが、削減された時間で「ゆとり」
を確保し、農作業や飼養管理という物作り
に大きな喜びを感じることが出来る余裕も
必要なことです。
　ライフスタイルが多様化した現代におい
て、家族経営体が生産性の向上を追求する
のか、ゆとりを求めるのか、もしくは両立
を望むのかの選択を迫られた時に、本協会
は適切なアドバイスをするとともに、経営
体自身の選択した方向で支援を行っていき
たいと考えています。

搾乳ロボットによる省力化 コントラクターの活用による外部分業化



3

　家畜飼養衛生管理基準では、野生動物等
からの病原体の侵入防止が定められていま
すが、野生動物がどのような病原体を持っ
ているかは、あまり知られていませんでした。
　平成26年度から岡山県畜産協会を含む全
国の12県（平成30年度からは15県）では、
野生動物（イノシシ、シカ）の病原体感染
状況等を調査してきました。平成26年度か
ら平成30年度までの5年間の成績は別表 1
のとおりです。各県とも調査する病気や調
査頭数が異なっていることから、調査頭数
や調査場所による成績にばらつきがあるも
のの、一定の感染状況についての情報が得
られましたので紹介させていただきます。

野生動物の感染状況
　表1のとおり、イノシシ、シカともに程度
の差はあれ多くの病原体に感染しています。
　イノシシでは家畜伝染病の豚熱（豚コレ
ラ）やブルセラ、届出伝染病の牛ウイルス
性下痢・粘膜病には感染していませんで
したが、豚丹毒（97％）、コクシジウム
（80％）、マイコプラズマ肺炎（58％）、日本
脳炎（36％）等では高い陽性率でした。
また、オーエスキー病や豚流行性下痢にも
感染していることが明らかとなりました。
（岐阜県や愛知県では本調査での豚熱の検
査をしていません。）
　シカでは、豚丹毒（87％）、牛RSウイル
ス感染症（11％）、日本脳炎（17％）のほか、
肝蛭症では陽性率33％（岡山県の成績では
陽性率56％）と高く、近年の牛の肝蛭症の
増加の原因と考えられます。また、平成25
年以来発生がないイバラキ病にも感染して
いることが明らかとなり、家畜の防疫上も
注意が必要です。

　野生動物は、野外で元気に走り回ってい
るため、牛や豚より健康であると勘違いし
ている方もいますが、野生動物は自由に移
動して個体同士が接触し、衛生対策も施
されないために多くの病原体に感染してい
ます。イノシシの生肉を食べた猟犬多数が
オーエスキー病に感染して死亡した事例も
あるように、家畜への感染源ともなります。
　また、人の食中毒や肝炎の原因となる
病原体にも感染しており、野生動物の肉を
食べる際には、特に十分な過熱が必要で、
生食は厳に慎む必要があります。

写真1　イノシシの肝臓（白色結節多数）

野生動物からの感染防止対策
1 �　飼養衛生管理基準の徹底による病原体
の持込防止
　�　車両消毒や専用の服や靴の使用を励行
しましょう。
2　ワクチンの積極的な活用
3　飲用に適した水の給与（消毒済み等）
4 �　野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
　�　毎年、イノシシは4～ 5頭の子供を産
むために、狩猟によって個体数を減らすこ
とは困難です。次の対策をとりましょう。
　 1 �）衛生管理区域を完全に囲うイノシシ、
シカ用の柵の設置

野生動物から家畜を守ろう！！
～野生動物の衛生調査結果から～

（一社）岡山県畜産協会家畜衛生部
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　 2 �）小動物の侵入防止用の柵やネットの
設置

　 3 �）野生動物が身を隠せないよう柵の内
外の草刈りの励行

　　�　外側を刈れば接近しにくくなるが、
内側に草等が茂っていれば柵を壊して
でも侵入するので注意が必要です。

　 4）畜舎に近づくイノシシ等の捕獲
　　�　一度侵入すると、群れで侵入するほ
か、子供も学習して侵入するようにな
るので、檻やワナで捕獲しましょう。

肝蛭の感染防止対策
　シカ、イノシシともに肝蛭が高率に寄生
しており、寄生動物の糞に含まれる肝蛭虫
卵は、谷水とともに水田や池に流れ込み、
水中で成長してメタセルカリアとなった肝
蛭は、イネの根元や水草に付着して、エサ
として牛に給与されることにより感染する
ので、次の対策を取りましょう。
1 �　稲わらやあぜ草は、刈り取ってすぐに
給与せず、保管・乾燥によりメタセルカ
リアを殺滅したのちに与えましょう。
2 �　牛糞等は十分に堆肥化し、虫卵を殺滅
したのち堆肥として使用しましょう。
3 �　定期的な虫卵検査を実施し、感染牛は
投薬により駆虫しましょう。

図1　肝蛭の生活環

写真2　シカの肝臓と肝蛭虫体

※イネWCSでは、品質のよいサイレージ
の場合は14日目、2番稲を利用し、pH�5.8、
温度15℃と品質の悪いものでは20日目にそ
れぞれ感染力が消失している。（佐藤裕一
ら　畜産の研究34（1）p73-75．1980）

おわりに
　平成30年 9月に、豚熱が岐阜県の養豚場
において、国内では平成4年以来26年ぶり
に発生し、現在まで収束する様子が見られ
ません。また、野生のイノシシにも感染
し、養豚場への伝搬にもかかわっているこ
とが推察され、野生動物から家畜への病気
の感染への関心がこれまで以上に高まって
います。
　今回は豚熱でしたが、ワクチンの無いア
フリカ豚熱や、ウイルスの変異によりワク
チンによる防疫が難しい口蹄疫が、今後
国内に侵入して野生動物に感染した場合、
今回の豚熱以上に対策は難しく、国内の畜
産が壊滅することもないとは言えません。
　これら海外悪性伝染病に限らず、野生動
物の持つ病気が家畜に感染した場合、家畜
の生産性を大きく損なうとともに、家畜を
通じて人の食中毒等の原因ともなり、安全な
畜産物の提供の点からも問題となります。
　今一度、野生動物の衛生管理区域内への
侵入防止等、家畜飼養衛生管理基準の順守
やワクチンの積極的な活用により、家畜の
疾病感染防止に努めましょう。
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表1　野生獣（イノシシ・シカ）衛生検査成績（平成26～30年度）　　（家畜の疾病に関係のあるものを抜粋）

疾病名または病原体名

イノシシ シ　　カ

備　　　　　考検査
頭数

陽性率 検査
頭数

陽性率

頭数 （%） 頭数 （%）

〇オーエスキー病 2,316 118 5.1 77 0 0.0 豚の死流産。新生豚の神経症状、死亡等

〇 豚流行性下痢 951 43 4.5 28 0 0.0 豚の嘔吐、下痢。哺乳豚の死亡等

●日本脳炎 399 145 36.3 146 25 17.1 脳炎・脳脊髄炎。豚の死産流産等。

〇 豚繁殖・呼吸障害症候群 696 2 0.3 豚の異常産や哺乳豚の虚弱、呼吸困難。肥育
豚の死亡等

豚パルボウイルス 204 56 27.5 豚の異常産、産子の死亡等

● 豚熱（豚コレラ） 529 0 0.0 豚で高い死亡率

〇 牛ウイルス性下痢・粘膜病 27 0 0.0 526 1 0.2 妊娠牛に感染すると死流産や奇形等の先天性異常

〇 サルモネラ 792 18 2.3 534 3 0.6
急性敗血症型では発熱、食欲不振、元気消失後、
敗血症死　下痢症型では悪臭を伴う下痢等で急
性例の場合は死亡

〇 豚丹毒 698 678 97.1 67 58 86.6 急性敗血症型の場合、40度以上の高熱が突発
し数日で急死

〇カンピロバクター 272 15 5.5 319 5 1.6 牛では不妊、流産などの繁殖障害。人の食中毒

〇レプトスピラ 113 4 3.5 66 7 10.6 牛では発熱、乳量減少、流産や死産等。豚では
流死産等

豚胸膜肺炎 23 8 34.8 呼吸器系の異常。急性例では2～3日以内に死亡

●ブルセラ 154 0 0.0 牛の流産。豚の関節炎・脊椎炎等

〇トキソプラズマ 539 64 11.9 179 19 10.6 豚では発熱、咳、鼻汁、皮膚の紫赤斑、起立不能、
流産等

コクシジウム 10 8 80.0 10 3 30.0 血便等、重篤な下痢

肝蛭 81 15 18.5 147 49 33.3 肝臓に寄生する２～５㎝の虫。削瘦、貧血、繁
殖障害等

マイコプラズマ肺炎 12 7 58.3 発熱、眼結膜の充血、流涙、咳、鼻汁等に続く
重篤な肺炎

豚インフルエンザ 82 3 3.7 インフルエンザウイルス感染による呼吸器症状

牛ＲＳウイルス感染症 228 26 11.4 呼吸器症状と40～42℃の発熱、泌乳低下・停止

〇 牛伝染性鼻気管炎 227 0 0.0 高熱、元気消失、食欲不振、流涙、流涎、粘
液膿様鼻汁等

牛パラインフルエンザ 161 2 1.2 呼吸器症状と発熱。重症例では肺炎。

〇 牛白血病 89 0 0.0 全身性のリンパ腫。削痩、眼球突出、下痢、便
秘等

●ヨーネ病 40 0 0.0 反芻獣に慢性の頑固な下痢、乳量の低下、削痩等

〇イバラキ病 24 1 4.2 牛に発熱、食欲不振、流涙、泡沫性流涎、蹄
冠部の腫脹・潰瘍、跛行等

●家畜伝染病、〇届出伝染病　及びその原因となる病原体
H26～29年度は12県で、H30年度は15県で実施
検査項目は各県で選定し、検査頭数も各県でまちまちである。
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１　はじめに
　我が国の飼料自給率は、畜産農家の高齢
化や飼養規模の拡大による労働力不足等に
より、25％（平成30年度）と低迷していま
す。輸入飼料価格は、産地における作況や
為替相場、海上運賃など多くの要因で変動
しやすく、畜産経営の安定を図るためには、
輸入飼料への依存体質から脱却し、高品質
で低コストな飼料生産基盤に立脚すること
が望まれています。しかし、畜産サイドだ
けでの取組では、土地条件や労働力の制約
から実現は困難であり、耕種サイドや飼料
生産コントラクターとの連携による体制の
構築が重要になります。
　耕畜連携が進展することにより、飼料自
給率の向上だけでなく、家畜ふん堆肥の利
用拡大による資源循環や地域の水田農業の
活性化につながることも期待できます。
　今回は、県内で耕畜連携で取り組んでい
る飼料作物の稲WCS（ホールクロップサ
イレージ）とトウモロコシについて、現状
と県の取組について紹介します。

２　稲WCS　
　県内のWCS用稲の作付面積は、これま
で増加を続けていましたが、ここ数年は頭
打ち傾向であり、今年度は327haとなって
います。WCS用稲は、水田フル活用の取
組の中で重要な作物として位置づけられて
いますが、県内で稲WCSを利用している
畜産農家（酪農、肉用牛）は全体の2割程
度にとどまっており、潜在的な需要はまだ
あると考えられます。

図1　県内のWCS用稲作付面積の推移

　県では、「飼料自給率向上対策事業」等
により籾の少ない特性をもつ専用品種の
「たちすずか」及び「たちあやか」の作付
と利用を推進した結果、県内の作付面積は
年々増加しており、WCS用稲全体の約半
分（182ha、平成30年度）を占める（図1）
にいたっています。
　専用品種の稲WCSは、県内での流通価
格は輸入乾草より低コスト（乾物で40円/
kg程度）で、飼料品質は従来品種に比べ消�

〔施策〕

岡山県の耕畜連携による飼料生産の
現状と対策について

岡山県農林水産部畜産課

写真　稲WCSの給与実証
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化性や嗜好性が優れています。今後は、
これらの特徴を周知するとともに、試験研
究機関での給与試験結果や現地での給与事
例を紹介することで、稲WCSの利用拡大
につなげることにしています。

３　トウモロコシ
　トウモロコシは高栄養で飼料価値の高い
粗飼料です。耕畜連携による飼料生産の気
運が醸成されてきたことや県内のコントラ
クターでトウモロコシWCSの収穫に対応
する汎用型飼料収穫機の導入が進んだこと
で、耕種農家によるトウモロコシ生産に向
けた環境が整ってきました。
　そこで、県では平成27年度から耕種農
家・畜産農家・コントラクターの3者が連
携したトウモロコシ生産利用の取組を推進
しています。トウモロコシ生産は、耕種農
家には水稲との作業分散や省力で高い収益
が期待できるといったメリットがあります
が、収量を安定的に確保することが重要
で、水田で栽培する場合の湿害対策や獣害
対策について、指導・助言を行っています。
　さらに、平成29年度からは「耕畜連携に
よる水田での『飼料用トウモロコシ』の実
証事業」により、県民局畜産班が中心とな
り、これまで8ヶ所（岡山市、津山市、奈
義町）で実証ほを設置し、耕種農家に対す
る技術支援を行い、高品質で高収量のトウ
モロコシ生産を進めているところです。

　今年度の耕種農家等による飼料用トウモ
ロコシ生産の取組は9戸、26ha（作付のべ
面積）となっていますが、現在取り組んで
いる耕種農家では、作付拡大に意欲的です。
今後は、おかやま酪農協等の関係団体と協
力して、汎用型飼料収穫機で調製したトウ
モロコシWCSの特徴（高密度梱包で保存
性が良いこと、高栄養で乳量の増加につな
がること等）を周知し、利用農家の掘り起
こしとマッチングを進め、県内産の良質な
トウモロコシを生産利用する取組の拡大を
推進していきます。

４　新たな取組について
　これまでの耕畜連携による稲WCSや
トウモロコシの生産利用の取組は、地域内
の相対取引が中心でしたが、近年、県内の
畜産農家は戸数が減少し、偏在化が進行す
る一方、一部では飼養規模の拡大による経
営の大規模化の動きもあり、県内で地域間
の飼料需給に不均衡が生じつつあります。
　県産飼料の生産利用をさらに拡大するた
めには、地域の枠を超えた広域流通体制の
構築が望まれます。ただし、広域流通で
は「顔の見えない取引」となることから、
畜産農家が安心して利用できるよう、流通
飼料として品質が確保される必要がありま
す。また、収穫作業を担うコントラクター
との連携も重要な鍵となります。
　今後、県では関係団体等の協力の下、
スマート農業技術を活用した「全県規模収
穫作業管理支援システム」により、県産飼
料の生産履歴情報の管理や県域での保管・
輸送に係る取組を支援することで、良質な
県産飼料を広域で安定的に生産供給する体
制の構築を推進していくこととしていま
す。

写真　トウモロコシ実証ほの生育調査
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１．温室効果ガスについて
　近年、日本国内において気温の上昇や集
中豪雨等により農畜産物への被害はもちろ
んのこと人的な被害も増えており、その対
策が急務となっています。この原因として
二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効
果ガスの増加があげられています。現在、
温室効果ガスは悪者になっていますが、実
はこのおかげで地球は平均14℃に保たれて
います。そして、この効果がないと−19℃
位の非常に冷たい世界となってしまいま
す。しかし、この有効なガスも産業革命以
来大幅に増加し、気温の上昇がもたらされ
ています。特にこの100年で世界の気温は
0.85℃上昇したといわれ、今後何も対策を
行わないと1986～2005年平均に対し最大
4.8℃上昇するとされています。
　我が国の2017年度の温室効果ガス排出量
は12億9, 200万トン（CO2換算）でそのほ
とんどをCO2が占めており、日本は中国、
アメリカ、インド、ロシアに次いで世界第
5位の排出国となっています。そのため、
各国とも温室効果ガスの削減目標を掲げて
いますが、日本は2030年までに2013年比で

26%削減という目標を掲げています。温室
効果ガスのうち浄化処理に関係するのは
一酸化二窒素（N2O）とメタン（CH4）です。
N2OはCO2の298倍、CH4は25倍の温室効果
（図1）があり、農業分野の中で家畜排せ
つ物管理による排出量はN2Oの19.1%、
CH4の7.7%（図 2）を占めているため、畜産
経営においても今後削減対策が求められる
と考えられます。

２．汚水浄化処理過程で発生するN2Oの削減
　当所では農研機構畜産研究部門と共同
で、現状の浄化処理施設をほとんど変更す
ることなくN2Oの削減が可能な炭素繊維の
実証試験に取り組んでおり、この試験結果
については、これまでも畜産便りにおいて

〔技術のページ〕

炭素繊維を用いた温室効果ガス削減技術
岡山県農林水産総合センター　畜産研究所　環境研究グループ

　　　図1　温室効果ガスの種類と
　　　　　　　　ＧＷＰ（地球温暖化係数）

図2　温室効果ガス排出量
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紹介してきましたが、このたびは、県内の
養豚場において実規模レベルでの試験を実
施しました。N2Oの排出原因のひとつとし
ては、硝酸態窒素の蓄積が指摘されていま
す。この硝酸態窒素は、有機物存在下で嫌
気状態になると温室効果のない窒素ガスに
変わる特性があります。そこで、曝気槽の
中に嫌気部分を作るため、水中で大きく広
がって繊維表面に生物膜とよばれる微生物
の塊が多くできる炭素繊維をろ材（担体）
として用いました。そうすることで、塊の
内部にたくさんの嫌気部分ができ、窒素ガ
スとして大気中に放出され、蓄積を防ぐこ
とができます。本技術については、10Lか
らの基礎試験から1m3規模の試験まで行
い、一定の成果が得られています。

　試験は図 3に示したように炭素繊維を長
さ50cmに切断し、テント生地で挟みこん
でムカデのような形に加工しました。これ
を20組作製して容積100m3（炭素繊維40g/
m3）の曝気槽に浸漬しました。そして、浸
漬前と浸漬後のN2O排出量を比較しました。

　いずれの場合も、N2Oの排出は常時認め
られましたが、その濃度には大きな差が
ありました。浸漬前では最大300ppmを超
えるN2Oが排出されていましたが、浸漬後
は50ppm以下となりました（図４）。また、
排出量を比較すると、浸漬前には投入原水
に含まれる窒素 1 kg当たり35g（3.5%）程
度がN2Oとして排出されましたが、炭素繊
維を用いると5 g（0.5%）以下となり、削減
効果は80%以上と高い結果が得られました
（図5）。この結果を基に、本技術を全国の
処理施設に導入したとすれば、CO2換算で
年間60万トンの温室効果ガス排出量を削減
できると試算されます。　　
　このように、これまでの試験において
N2Oの高い削減効果が得られましたが、
これまでに曝気槽に浸漬した炭素繊維リア
クターの炭素繊維の脱落や、生地の切断な
どが見られたことから、現在は本技術の普
及を目指し、農林水産省の「戦略プロジェ
クト研究」により炭素繊維リアクターの改
良や低コスト化を目指し試験を継続実施し
ています。

図3　炭素繊維リアクター

図5　N2O排出量の比較

図4　炭素繊維浸漬前後のN2O濃度推移
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１　はじめに
　真庭市蒜山地域では広大な草地資源を活
用した自給飼料生産が行われており、酪農
の一大産地となっています。

※家保調べH31.2.1時点  

　主に栽培されているのは高冷地での栽培
に適したチモシーですが、最近では若手
酪農家 3戸（丸山昭博さん、小谷徹さん、�
（有）長尾ファーム長尾太志さん）により
飼料用トウモロコシを栽培する取組が始
まっています。

２　これまでの取組状況
　蒜山地域では、20年程前（今の経営主の
先代の時代）にトウモロコシ栽培が行われ
ていましたが、①イノシシ被害の対策とし
て、高価で設置作業の手間がかかるトタン
柵しかなかった、②サイロへの詰込作業の
労働負担が大きい、③敷料用の稲わらの収
集時期がトウモロコシ収穫時期と重なって
いたこと等により栽培をやめる農家が相次
ぎました。しかし、①安価な電気柵の普及、
②コントラクターへの収穫調製作業の委
託、③敷料として稲わらを使わなくなった
ことから、平成21年に 1戸がトウモロコシ
栽培を始め、現在は前述の3戸が取り組ん
でいます。

３　トウモロコシ栽培に取り組んで
　取組農家にトウモロコシ栽培を始めた
きっかけと生産利用の効果を伺いました。

きっかけは、①輸入飼料の価格高騰に際し
ての高栄養作物の自給による生産基盤の強
化、②イノシシ被害により収量が減少した
チモシーの代替作物、③TMRの選り食い
防止のための利用とのことです。また、効
果としては、①牧草とトウモロコシの作業
分散ができ、夜遅くまで牧草の収穫作業を
することがなくなった、②飼料費が削減で
きたということです。

【作業スケジュール】

４　課題
　現状での課題は、①イノシシ被害対策の
強化、②飼料の分離給与による作業負担の
軽減、③トウモロコシ栽培の普及・定着な
どがありますが、一番の課題は収量アップ
です。一般的な平均単収5 t／10aに対して
蒜山は4 t／10aであり、増収のための栽培
方法の検討が必要です。

５　増収のための栽培方法の検討
　今年度、（有）長尾ファームの協力を得て
県の「畜産技術普及推進事業」による実証
を行いました。

（1）実証内容
　（有）長尾ファームは平成30年からトウモ
ロコシ栽培に取り組んでいますが、一部の
ほ場で生育不良が見られ、湿害対策による
安定生産が課題となっています。一般的
に、湿害発生時に窒素を追肥することで生

〔県民局だより〕

蒜山地域における飼料用トウモロコシ生産の取組
美作県民局畜産第二班

ホルスタイン ジャージー 計

戸数 14 戸 28 戸 42 戸

頭数 1,107 頭 1,665 頭 2,772 頭
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育が回復するため、追肥による増収効果を
検討しました。区としては、特性や散布方
法の異なる次の 3つの区を設定しました。
①肥効調節型肥料区、②アミノ酸液肥区、
③慣行区（尿素）です。肥効調節型肥料と
は、肥料粒の表面を被膜でコーティングす
ることで、成分がゆっくり溶け出していく
ように調整した肥料であり、基肥と一緒に
施肥し、追肥が必要な時期に効き始めま
す。アミノ酸液肥とは、植物由来で遊離型
アミノ酸が豊富な有機質肥料であり、作物
の葉にかけることで直接吸収されます。除
草剤と混合散布できます。共に、湿害発生
時期の生育回復による増収と省力化の効果
を期待できると考えました。

（2）実証結果
　今期の天候などもあり、区毎の収量に大
きな差は見られませんでした。労働時間は
肥効調節型肥料とアミノ酸液肥で短縮さ
れ、作業の省力化ができました。なお、生
産コストは、アミノ酸液肥＜尿素＜肥効調
節型肥料でした。

【収量調査】

（3）栽培検討会
　実証結果を基に蒜山地域の酪農家や関係
機関を対象とし、農研機構の菅野勉先生を
招いて検討会を開催しました。菅野先生か
ら、「肥効調節型肥料とアミノ酸液肥は省
力的な追肥方法として有効である。堆肥は
肥効調節型肥料と同じ効果が期待できる。」
とアドバイスをいただきました。
　また、本技術は湿害の発生しやすい水田
の活用が有効であるため、水田を多く所有
する酪農家や耕種農家での利用がおすすめ
です。水田転作で生産した場合、水田活用

の直接支払交付金35千円／10aの交付を受
けることができるため、今回の実証では生
産原価は約36円／kg（TDN換算）となり、
配合飼料よりも安価であるため、飼料費を
削減できます。

【長尾さんから実証結果報告】

　さらに、検討会では（公財）中国四国酪
農大学校を含めた栽培者4名をパネリスト
として、高収量・低コストなトウモロコ
シ栽培方法についてパネルディスカッショ
ンを行いました。酪農家からは、「他者の
栽培方法を知ることで気づいたことがあっ
た」、「これからの栽培の参考にしたい」な
どの意見をいただきました。

【左：4名の栽培者、右：菅野勉先生】

６　今後の取組
　現在栽培している3戸に加えて、令和 2
年から酪農家の美甘正平さんが、令和3年
から筒井省吾さんが新規で栽培を始める
予定です。また、令和元年12月にトウモ
ロコシを生産する酪農家を構成員として、
Hiruzen�Maize�planting�harvest�association
（組合長：小谷徹）を設立しました。今後
はこの組合を中心に、トウモロコシの生産
拡大のみならず、蒜山全体の飼料生産基盤
をさらに強化する予定です。
　県民局としては、TMRセンターの設立
も踏まえ、今後も生産・利用の両面におい
て、経営安定のための自給飼料生産への支
援を行っていきます。
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　岡山家畜保健衛生所では、所長以下18名
の職員が、家畜保健衛生課（11名）と家畜
病性鑑定課（6名）の 2課体制で勤務して
おり、同一家保ながら庁舎も分かれていま
す。家畜病性鑑定課は、県下全域を業務エ
リアとして、下記業務を行っています。

１　業務の構成
　　家畜病性　　　　病理検査部門
　　　鑑定業務　　　細菌検査部門
　　　　　　　　　　ウイルス検査部門
　　　　　　　　　　生化学検査部門
　　　牛海綿状脳症（BSE）検査業務
　　　調査研究業務
　　　技術研修および情報発信

（1）家畜病性鑑定業務（家畜疾病診断）
　家畜疾病のうち県下5家保では実施困難
な各種精密検査と診断を各部門が協力して
実施しています。またヨーネ病、高病原性
鳥インフルエンザ、豚熱（旧豚コレラ）な
どの家畜伝染病の患畜や疑似患畜の診断も
当課で実施しています。

（2）牛海綿状脳症（BSE）検査業務
　県内農場における死亡牛および病性鑑定
牛を対象にBSE検査を実施し、県内飼養牛
における清浄性維持を確認しています。

（3）調査研究業務
　高病原性および低病原性鳥インフルエン
ザについて県内養鶏農場のモニタリング調
査を実施し、清浄性を確認しています。また、
蚊が媒介することにより異常産を起こす
ウイルスについて、県内牛飼養農場で抗体
検査による流行予測と流行ウイルスの分離
を実施しています。令和元年度は平成23年
度以来8年ぶりにアカバネウイルスの流行
が確認され、今後の異常産の発生が危惧さ

れます。そのほか、県下の全酪農場を対象
とした牛ウイルス性下痢・粘膜病に持続感
染している牛を摘発するための検査や、豚
熱の抗体保有状況検査による清浄性の確
認、最近話題となっている薬剤耐性菌の調
査、肉質向上を目的とした肥育牛における
ビタミンAの測定など、各部門で多様な調
査を実施しており、その結果が県下5家保
から各農場へフィードバックされていま
す。調査以外にも県内で発生した様々な疾
病の病原体や疫学について研究・発表し、
県内はもとより、全国の病性鑑定技術の向
上に資するよう努めています。

（4）技術研修 　　　　　　
　各家保の職員を対象に、年に 4～5回、
剖検時の採材手技や細菌検査、ウイルス検
査等の病性鑑定方法の研修を実施し、家畜
疾病診断技術の更なる向上に努めています
（写真 1）。また、公務員獣医師の確保の
一助となるべく、行政体験研修を通じて次
代を担う獣医学生に病性鑑定業務の魅力を
伝えています。

写真1　細菌検査の研修風景

（5）その他の取り組み
　豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家
畜伝染病は、当課の検査で疑似患畜が決定

〔家保のページ〕

「岡山家畜保健衛生所 家畜病性鑑定課」の紹介
岡山家畜保健衛生所
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後、まん延防止のため発生農場とその周辺
農場について速やかに防疫対応が開始さ
れます。当課は毎年外部機関による検査精
度管理を受け、検査結果の精確性を担保し
ています。また、毎年度当初に迅速な検査
体制の構築のため、役割や検査方法につい
て全員で情報共有することとしています。
特に今年度は本県への侵入が危惧されてい
る豚熱について本番さながらにシミュレー
ションを実施し、発生時に必要な資材や配
置場所、検査時の効率的な動線について再
確認しました（写真 2）。今後も同様のシ
ミュレーションを定期的に実施し、万全の
診断体制を維持する所存です。

写真2　課員による検査シミュレーションの様子

２　研究成果
　令和元年度に岡山県畜産関係業績発表会
で報告した2演題について紹介します。

（1） 「D型菌が関与した牛クロストリジウム・
パ−フリンゲンス感染症」

　令和元年9月に酪農場において搾乳牛 1
頭が起立不能、神経症状等を呈して急死し
ました。組織検査で小腸と腎臓に細菌の増
殖を伴った化膿性の炎症が認められまし
た。小腸の内容物を定量培養したところ大
量のClostridium�perfringens（CP）が検出
されました。分離した菌株について毒素型
別のための遺伝子（PCR）検査、同居牛
5頭と山羊 1頭の糞便についてCPの分離
と毒素型別を実施しました。その結果、急
死牛の分離菌株からα毒素とε（イプシロ

ン）毒素の遺伝子が検出され、ε毒素は
既存の遺伝子解析結果と100%一致したこ
とからD型菌による牛クロストリジウム・
パーフリンゲンス感染症と診断しました。
D型菌による感染症は成牛では報告されて
おらず、希少な症例と考えられました。

（2） 「Pasteurella multocidaによる子牛の
化膿性肉芽腫性精巣上体炎2症例」

　平成29年 6月にA農場で 5週齢の子牛
が、平成30年 9月にB農場で 1週齢の子牛
がそれぞれ右陰嚢腫大を呈し、左右精巣と
精巣上体を外科的に摘出しました。2症例
とも右精巣上体からPasteurella�multocida
（Pm）を分離しました。病理検査では右精
巣上体に化膿性肉芽腫性炎が認められ、免
疫染色により病変部に多数のPm抗原の存
在が確認されました。分離されたPm2株
と過去に本県で牛の呼吸器から分離された
11株のPmについて詳細に性状解析しまし
た。莢膜の抗原型は全てA型であり、分離
株2株と過去の分離株2株が 2～ 6剤の抗
菌剤に耐性でした。遺伝子の解析で分離株
2株は近縁であることが判明し、発生時期
が近いことから同一由来と考えられました
が、2農場間に関連は確認できませんでし
た。分離株が生殖器病変を形成しやすい可
能性がありますが、詳細は不明です。牛の
精巣上体炎からPmが分離された報告は少
なく、今後も更に症例を蓄積していきたい
と考えています。
�
３　最後に
　以上のように、家畜病性鑑定課は、県下
の各家保と連携しながら家畜保健衛生業務
をバックアップしています。また常に最新
の知見を収集し、病性鑑定技術のレベル
アップを図っています。
　今後も家畜病性鑑定業務を通じ、迅速な
疾病診断や伝染病のまん延防止に尽力して
いきたいと考えています。
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1　就農に至るまで
　以前私は、建築業を10年、印刷業を10年
と、約20年余りサラリーマンをしていまし
た。両親の引退時期にあたり、子供の頃
から祖父や両親の仕事を見てきた私にとっ
て、この先の酪農業について真剣に考える
タイミングとなりました。時間を掛けて夫
婦で真剣に話し合い、共に決意をし、酪農
業に取り組む事に至りました。

２　就農後の歩み
　悩み事の第1に挙げられるのがやはり糞
尿処理で、幼少期の記憶にあった、近隣農
家さんが堆肥を取りに来られたり、またこ
ちらが搬入して大変喜ばれたと言う時代は
終わり、堆肥処理は、今後酪農業を継続す
る上の必須条件であるという事を思い知ら
されました。また、『経験値が無い』とい
う点と『私の記憶にある酪農業と昨今の情
勢とのギャップ』に戸惑い、今までの職種
とは違った予測不可能なリスクが多くある
と思われ、今後一つ一つクリアーしていか
なければならない課題です。

３　やりがい・希望
　日々の仕事の中で、愛牛が健康でかつ給
与した餌をしっかり食していると、安心し
ます。また、酪農家にとっての大きな仕
事の1つである親子とも“無事にお産を済
ませる”此の事は常に新鮮で、大きな達成
感を味わうことが出来ます。相手は、生き�
物ですから季節は元より、日々変化があり、
その都度緊張感を持って臨んでいます。
まだまだ、今後の将来的な設計は薄らと
した青写真しか描くことができませんが、
現行の酪農事情のみをみると、一見時流に

沿って無いように思われます。しかし、離
農数・環境を含めた食の安全・安心等の問
題、和牛を中心とした肥育素牛の取引等、
市場原理も含めた経営を考慮すると、大き
な希望もあると考えます。今後は常にチャ
レンジのつもりで、日々のやりがいを求め
ながら、従事していくつもりです。

４　将来展望
　まだ色々なことを理解しきれないまま、
日々の作業に追われているのが現状で、将
来の事は考えられないのが正直なところで
す。しかし、ある程度の経験を重ねた後は、
今後の展開を組合と共に描いていきます。
最終的には、穏やかな牛を育てられるよう
に、焦らずかつ慌てずに、立地条件を活か
した畜舎に改善出来るよう探究し、徐々に
頭数も増やしていければ、と考えています。

５　今後の組合との関わり
　県内の酪農家戸数は200戸ほど、と聞い
ています。減少傾向でしょうが、少ない戸
数だからこそ、良い関係が築けるようにも
思えます。またそうして行きたいとも考え
ています。解らないことは一つ一つ教示を
受け、自身も学びながら大切に取り組んで
ゆき、“結果を残していかなければなりま
せん。”おからくの組合をはじめ、その職
員との『報・連・相』をしっかり取ってい
ければ、我々は、安心して牛の世話ができ
ると、考えます。【私どもは、個人事業主
です。しかしながら、小単位も含めて組合
があっての現状に感謝をしながら努めれ
ば、お互いがもっと良い関係になるのでは
ないでしょうか‼】

〔畜産現場の声〕

《“酪農に希望を見いだす”》
勝田郡勝央町　植月　正徳
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【指定団体による円滑な生乳の需給調整を望む】　　
　生産者が、生乳出荷先を自由に選択する事が可能になった改正畜安法の施行から2年目
を迎えました。また、中国生乳販売農業協同組合連合会に於いては、令和2年度 4月から
実施する統一乳代精算も含めて指定団体及びその機能はフル回転される事が予測され、今
後益々生乳流通体制の円滑化が望まれます。
　一方生産者団体にとって、計画的な受け入れ乳量の予測を立てることで、単年度の事業
計画並びに、中・長期計画の策定が可能であり、生産者団体の経済事業において、生乳出
荷の計画は、より厳密性を要求されます。
　今後、生産者団体と指定団体のリンクがより密になり、乳業メーカーへの配乳が整う事で、
販売に必要なコストの面や更には、政府や地方自治体の推し進める地産地消のバランスに
良い影響を及ぼす可能性に期待が持てます。
　此の事は、生ものである生乳の鮮度や質の安定度がより確立され、フレッシュなしかも
安全・安心、更には良質を求める消費者に対し、彼らが求める品物の安定的な供給におい
て更なる前進となるでしょう。

【畜産クラスター事業をはじめとする補助事業の活用に公平性を求む】
　国庫事業である畜産クラスター事業は、現在継続中です。農業予算が限定される中、
本事業は酪農家にとって大変有り難い事業ですが、採択基準は①増頭・増産、規模拡大、
②若い担い手の継承、③草地・作付面積の拡大、等が採択順位の上位を占めており、現行
の経営規模にて継続を望む家族型酪農（岡山県下では大多数）にはなかなか手が出せない
のが現実です。従って、申請条件を満たす酪農家、および畜産農家は非常に限られている
のが実情です。
　例えば、後継者はいないが、小規模なりの工夫をしながら継続をしたい。しかしながら、
設備や機械の導入申請に対し現状の国の採択基準下では要件を満たせず、諦めざるを得な
い悲痛なケースが多く見受けられます。現況では特に都府県における生乳生産の減少傾向
の原因の一つに、家畜排せつ物法（H16施行）に伴う機械設備の老朽化から、更新に必要な
多額再投資に耐えきれずに廃業となるケースも少なくありません。今後、事業が継続され
るのであれば、再考が望まれ、現行規模での継続の生産者に於いても、事業の活用がスムー
スに行われる要綱が求められるのではないでしょうか。

〔今後の酪農情勢〕

酪農情勢の今後に期待
おかやま酪農業協同組合　津山支所
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　初夏～晩秋にかけて吸血昆虫（体長1～
3ミリのヌカカ）により伝搬され、牛の異
常産（流産・早産・死産・体型異常・虚弱・
起立不能等）を起こす病気として、アカバ
ネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染
症がよく知られています。
　アカバネ病は、県内では平成23年に流行
して以来、発生は確認されていませんでし
たが、昨年には中国地域の全県で感染が確
認され、岡山県でも7市 3町の広範囲で感
染が確認されました。今後、春にかけて異
常産（早産・死産・体型異常等）の発生が
心配されています。
　同じく牛の異常産の原因と考えられてい
るピートンウイルスは、沖縄・九州地方を
中心に感染が見られていましたが、平成28
年度には中国各県や兵庫県で流行が確認さ
れ、昨年には再び山口県で感染が確認され
ました。
　地球温暖化に伴い、アカバネ病等の他に
も牛流行熱などの吸血昆虫による感染症の
感染拡大が危惧されていることからも、対
策の徹底が求められています。
　ウイルスによる異常産には治療法があり
ません。異常産を防ぐため、毎年予防接種
を実施しましょう。

【異常産を防ぐワクチン】　
○アカバネ病生ワクチン
○牛異常産3種混合不活化ワクチン
　（�アカバネ病・チュウザン病・アイノウ
イルス感染症）

○牛異常産4種混合不活化ワクチン
　（�3種混合にピートンウイルス感染症を
追加）

※�協会では牛異常産4種混合ワクチンの接
種を推進しています。

【接種方法】
　ヌカカが活動するまでに、牛に異常産防
止に十分な抗体価を与えるため、春から 6
月下旬頃までにワクチンを接種しましょ
う。

【注意事項】
　ワクチンの効果を十分に発揮させるに
は、牛の体調も大きく影響しますので、接
種に当たっては牛の体調に注意し、獣医師
の指示に従って下さい。

【その他】
　ワクチンの詳細や接種料金については畜
産協会、診療獣医師へお尋ね下さい

〔お知らせ〕

ワクチンで異常産から牛を守ろう！
病気は忘れたころにやってくる

アカバネ病ウイルス感染地域
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　おかやまフォーベルネットは、畜産に携
わっている県内の女性が、畜種の枠を越え
て集い、仲間づくりと、将来への展望が持て
る畜産の実現を目指し日々活動しています。
畜種は違っても、後継者の確保や消費者と
の相互理解、投資と収支のバランスなど共
通の課題も多く、情報交換を図りながらスキ
ルアップ・モチベーションアップのため様々
な研修・交流活動等を行っています。
活動内容

（1）畜産セミナー
　行政関係者・獣医師等による飼養技術の
向上や衛生対策について講演等を開催する
他、先進農家視察等を行い、生産活動に活
かしています。

（2）消費者交流会
　消費者団体、栄養士会等を生産現場に招
き、安全な畜産物生産の理解醸成を行うほ
か、料理講習会を開催して、畜産物の消費
拡大につないでいます。

（3）異業種交流会
　美作三湯女将さん会や玉島女将さん会等
と交流し、同じ女性経営者としての意識向
上を図るとともに販路拡大にもつなぎまし
た。

（4）県外交流会
　全国畜産ネットワーク活動に参加すると
ともに、他県においても組織されている近
県の女性ネットワークとの交流を開催し、
人の輪を拡げています。

（5）生活の質の向上を目指した研修会
　アンガーマネジメントやマインドマップ
など、会員の興味のある内容で研修会を開
催し、毎日きらきらと輝ける女性を目指し
ます。

（6）流通に関する研修会
　育てている畜産物が消費者へ届くまでの
流れやおいしいお肉の食べ方などについ
て、教えていただきました。また、牛肉の
品種毎の食べ比べなども行いました。

おかやまフォーベルネット会員募集中！
岡山県畜産協会

随時、会員募集中です。

対　　象：�女性の畜産経営者や畜産従事者、
畜産に関心のある方

年 会 費：2,000円
申込方法：畜産協会HP�
　　　　　http://okayama.lin.gr.jp/fourbell/
　　　　　�fourbell_moushikomi.pdfから加入

申込書を印刷して送付ください
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　家畜衛生管理センターは、岡山県が死亡牛BSE検査の採材施設として、久米郡美咲町
（農林水産総合センター畜産研究所内）に整備し、死亡牛の受け入れ保管等、BSE検査以外
の管理運営を当協会が受託しています。
　平成28年度からの死亡牛の搬入状況は下表のとおりで、今年度から、検査対象が96か月
令（8歳）以上及び48か月令（4歳）以上の起立不能牛等に変更されました。家畜保健衛
生所や診療獣医師をはじめ関係者の皆様の御努力によって、変更後も大きな混乱なく順調
に業務を遂行できています。
　なお、7から 8月の気温が異常に高かった前年に比べれば今年は平年並みであったこと
などもあり、受付頭数は、1月までの比較で前年比31％と大幅に減少しています。
　平成31年度の主な死亡原因は、心不全33％、肝炎18％、乳房炎10％、乳熱8％、ダウナー
症候群7％、その他、牛白血病、鼓脹症などです。

〔搬入受付頭数〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：頭）

●死亡牛受付日：正月（1月 1日～ 3日）を除き毎日取り扱っています。
●電話受付　8：30～ 12：00　TEL0867−27−3101　FAX0867−27−3102
●搬入受付　10：00～ 15：00　担当：佐々木、岡田

家畜衛生管理センターの死亡牛受付状況
（一社）岡山県畜産協会家畜衛生部

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 ��計
H28 26 28 30 44 57 39 43 30 40 26 32 36 431
H29 33 39 27 53 64 39 36 50 41 45 28 40 495
H30 27 37 37 68 58 53 36 32 27 41 36 34 486
R元 10 　9 　5 19 18 17 14 　8 16 14 130

〔お詫びと訂正〕
　2020年 1月号に掲載した株式会社いろりカンパニーさんの〔畜産現場の声〕「異業種
参入による耕作放棄地等の借地放牧による繁殖経営から」において、当協会の不手際で、
正しくは「良系統」と記載すべきところを「藤良系統」と誤って記載いたしました。
　関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。

正 誤

本文５行目

　1800年頃より蔓牛と言われる良系統
の蔓が創生され、竹の谷蔓牛として高
名を馳せていた歴史のある産地です。

本文５行目

　1800年頃より蔓牛と言われる「藤良系
統」の蔓が創生され、竹の谷蔓牛として
高名を馳せていた歴史のある産地です。



21

●特集
◇令和元年度、県・農業団体重点施策
　　（畜産課、農業共済組合等）�…………………………… 6（2）
◇畜産におけるドローンの活用に関する研究と現場での
　普及・展望について
　　（農研機構西日本農業研究センター　渡辺也恭）�……… 6（18）
◇畜産クラスター全国調査に見る和牛繁殖農家の現況について
　　（協会）�…………………………………………………… 8（3）
◇牛ウイルス性下痢・粘膜病の予防と清浄化対策（協会）�……10（10）
◇農福連携の現場から～「NPO法人土田の里」の取組み
　　（NPO法人土田の里　理事長　藤田佳伸�……………10（12）
◇持続的な畜産経営を目指して～酪農の省力化から見えてくる将来～
　　（協会）�…………………………………………………… 1（3）
◇酪農業における家族経営体の働き方改革を考える
　～生産性向上とゆとりの狭間で～（協会）�………………… 2（1）
◇野生動物から家畜を守ろう！！
　～野生動物の衛生調査結果から～（協会）�……………… 2（3）
●畜産課ページ
◇岡山県の酪農振興施策について�………………………… 8（1）
◇岡山県の肉用牛振興施策について�………………………10（1）
◇ＣＳＦ（豚コレラ）等の防疫対策�…………………………… 1（9）
◇岡山県の耕畜連携による飼料生産の現状と対策について�… 2（6）
●県民局便り
◇和牛の担い手への支援を始めました！
　　（備中県民局畜産第二班）�……………………………… 4（2）
◇地域に必要とされる牧場をめざして
　　（備中県民局畜産第一班）�……………………………… 6（12）
◇美作県民局において家畜伝染病防疫研修会を開催しました
　　（美作県民局畜産第一班）�……………………………… 8（12）
◇アブ防除により牛を快適に！～新型アブトラップの効果実証～
　　（備前県民局畜産班）�……………………………………10（３）
◇１頭のヤギから始まった自家製チーズ作り
　　（備中県民局畜産第二班）�……………………………… 1（12）
◇蒜山地域における飼料用トウモロコシ生産の取組
　　（美作県民局畜産第二班）�……………………………… 2（10）
●家保のページ
◇「岡山家畜保健衛生所家畜病性鑑定課」の紹介
　　（岡山家畜保健衛生所家畜病性鑑定課）�……………… 4（4）
◇安全でおいしい卵を生産するためには
　　（井笠家畜保健衛生所）�………………………………… 6（14）
◇豚コレラ感染拡大止まらず！～引き続き飼養衛生管理の強化を～
　　（高梁家畜保健衛生所）�………………………………… 8（14）
◇管内の畜産物を利用した飲食店の紹介
　　（真庭家畜保健衛生所）�…………………………………10（5）
◇ＪＧＡＰ認証制度について（JGAPと農場HACCP）
　　（津山家畜保健衛生所）�………………………………… 1（16）
◇岡山家畜保健衛生所家畜病性鑑定課の紹介
　　（岡山家畜保健衛生所）�………………………………… 2（12）
●農業共済だより
◇畜産だより（西部家畜診療所：松尾みなみ）�……………… 8（16）
◇家畜診療日誌（生産獣医寮支援センター：若槻卓司）�……10（7）
◇家畜診療日誌（北部基幹家畜診療所：築山嘉輝）� ……… 1（20）
●技術のページ（畜産研究所）
◇新たな岡山県基幹種雄牛の紹介
　　（育種改良研究グループ）�……………………………… 4（6）
◇令和元年度畜産研究所の主な試験研究課題について
　　（企画開発グループ）�…………………………………… 6（16）
◇粗飼料の物理的飼料特性について
　　（飼養管理研究グループ）�……………………………… 8（10）

◇「おかやま四ツ☆子牛」最近の成績
　　（生産性向上研究グループ）�……………………………10（8）
◇乳用牛雌雄選別精液の利用と普及性
　　（繁殖システム研究グループ）�…………………………… 1（14）�������������������������������������
◇炭素繊維を用いた温室効果ガス削減技術
　　（環境研究グループ）�…………………………………… 2（8）
●共済フレッシュさんの声
◇南部家畜診療所（広瀬水彩子）�……………………………10（17）
●畜産現場の声
◇全農畜産サービス（株）岡山ＡＩセンターについて
　　（岡山ＡＩセンター）� ……………………………………… 4（8）
◇私の目指すこれからの和牛経営（廣田望美）�……………… 6（11）
◇牛に優しい酪農経営を目指して（東山大介）�……………… 8（17）
◇こだわりの「もみじ卵」をよろしくお願いします
　　（采女ファーム　妹尾芳則）� ……………………………10（14）
◇異業種参入による耕作放棄地等の借地放牧による繁殖経営から
　　（株式会社いろりカンパニー　井石和美）�……………… 1（11）
◇《“酪農に希望を見いだす”》（植月正徳）�…………………… 2（14）
◇酪農情勢の今後に期待（おかやま酪農業協同組合）� …… 2（15）
●畜産女性の声、消費者の声
◇3県合同畜産女性交流会に初参加（川崎聡子）� ………… 4（9）
◇学校給食における畜産物の魅力について（協会）�…………10（15）
●酪大だより、教育現場の声
◇第53期生が卒業しました（中国四国酪農大学校）�………… 4（1）
◇酪農大学校55期生が入学（中国四国酪農大学校）�……… 6（1）
◇高松農業高校畜産科学科からその先へ（高松農業高等学校）�… 8（9）
●巻頭コラム
◇新年にあたって（協会　代表理事会長　柴田範彦）�……… 1（1）
◇年頭の挨拶（畜産課長菱川雅弘）�………………………… 1（2）
●お知らせ  
◇和牛子牛市場出荷における予防注射の変更について�…… 4（19）
◇2020年度　中国四国酪農大学校学生募集�……………… 6（20）
◇令和2年度入学　農業大学校学生募集概要�…………… 6（21）
◇令和元年度「和牛入門講座」受講生募集！！<参加費無料>
　あなたの夢を応援します！おかやまで和牛を飼ってみませんか？�… 6（22）
◇農場HACCP認証制度研修会のご案内� ………………… 8（18）
◇こうして防ごう、農作業事故～安全な機械作業のために～�… 8（19）
◇ワクチン接種料金の変更について�…………………………10（21）
◇ワクチンで異常産から牛を守ろう！
　～病気は忘れたころにやってくる～�………………………… 2（17）
◇おかやまフォーベルネット会員募集中!�……………………… 2（18）
◇令和元年度和牛シンポジウム開催案内�…………………… 2（19）
●ホットニュース
◇（有）安富牧場が農場HACCP認証農場に認定されました！
　～県内3例目、畜産農家としては初めて～�………………… 4（10）
◇孝本真二さんが農林水産省生産局長賞を受賞
　～第5回全国自給飼料生産コンクール～� ………………… 4（10）
◇第54回豚枝肉共励会を開催しました
　　（岡山県養豚振興協会）�………………………………… 4（11）
◇第59回岡山県農林漁業近代化表彰受賞
　～有限会社　哲多和牛牧場（備中県民局畜産第二班）�…10（18）
◇岡山県立高松農業高等学校がGAP取得チャレンジシステムの
　取組み農場に認定�…………………………………………10（19）
●その他
◇岡山県、農業団体等の畜産関係者名簿� ………………… 4（12）
◇生乳検査NOW：令和元年度上期�………………………… 1（18）
◇家畜衛生管理センターの死亡牛受付状況� ……………… 2（20）
◇令和元年度岡山畜産便り総目次� ………………………… 2（21）

令和元年度岡山畜産便り総目次
タイトルのあとの数字の太字は発行月、（　）内はページを示す。
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　新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大しており、連日、
ニュース等で報道されている。
　わが国においては、中国武漢市から帰国・入国した人やその
濃厚接触者への感染はあるものの、現時点（2月10日）では、
国内での人から人への流行が認められる状況とは言えない。
マスク等が不足する状況となっているが、冷静な対応が望まれ
るところだ。国は、入国等を制限する検疫・水際対策の強化や
国内医療機関での専門外来、相談窓口等を設置するなど、
対策を強化している。畜産業界でも、ASF（アフリカ豚熱）等の
越境性動物疾病の侵入防止・水際対策の強化等、最悪の事態
を想定した早めの対策、強化が必要であろう。勿論、農場ごと
の飼養衛生管理の向上・強化を図ることは言うまでもない。

（Y.N）

　岡山県馬事畜産振興協会（事務局　岡山県畜産協会）は、令和 2年 2月26日（水）、
高知競馬場において「岡山県吉備の温羅特別競走」を開催します。
　皆様も、たまには競馬場で、美しく、力強く疾走する馬を応援しましょう。
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